
 

 

                                      資料４―１ 

廃棄物処理計画の位置付け 
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しあわせ信州創造プラン 2.0、環境基本計画 

 

 

【法定記載事項】 

① 廃棄物の発生量及び処理量の見込み 

② 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項 

③ 一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項 

④ 産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項 

⑤ ①～④のほか、廃棄物の減量その他その適正な処理に関する必要な事項 

⑥ 非常災害時における廃棄物の適正な処理等に関する施策を実施するために

必要な事項 

廃棄物処理計画 

 

 

【平成 30年環境省通知に基づき計画に定める事項】 

計画期間、広域化ブロック区割り、各ブロックにおける 

廃棄物処理体制 等 
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【基本方針で定める留意すべき事項】 

① 推進体制の整備（部局間連携、関係団体との連携） 

② 地域の特性等の把握（現状把握、近隣県との情報交換） 

③ 計画策定時（地域の取組、目標設定、再生利用の検討） 

④ 策定後の推進（連絡会議等での PDCAサイクル） 

食品ロス削減推進計画 
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義務 

ごみ処理広域化・集約化計画 

SDGｓ 持続可能な開発のための 2030アジェンダに基づく 

持続可能な開発のための目標 

【廃棄物関連計画】 

・分別収集促進計画 

・ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画 

・災害廃棄物処理計画 等 
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